
 【 お 問 い 合 わ せ 先 】
   湯沢市ふるさと未来創造部 � まちづくり協働課未来づくり推進班
   電話：0 1 8 3 - 5 6 - 8 3 8 6 ／ � e - m a i l ：m i r a i - g r @ c i t y . y u z a w a . l g . j p

裏⾯もご参照ください

    最⼤

   �17,220円
    助成します！

（交付回数は１回限り）

湯沢市

秋⽥県内の企業に就職し、本市に移住する⽅対象！！

地⽅就職学⽣⽀援事業補助⾦

地⽅へ就職・移住する⼤学⽣を応援します！
交通費
⽀援！

交通費助成額

 東京都内に本部がある⼤学の東京圏内のキャンパスに原則4年
以上在学し、当該⼤学を卒業する⾒込みの⼤学⽣(院⽣、短⼤⽣
は除く)に対し、秋⽥県内の企業に就職し、本市に移住する場合
に、就職活動にかかった交通費の⼀部を助成します。

＼東京圏*の⼤学⽣対象／

東京圏*とは・・東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県（⼀部条件不利地域を除く）



Ⅰ . ⽀援対象者
 ◆ � ⼤学の卒業年度において、東京都内に本部がある⼤学の
  �  東京圏 *内のキャンパスに原則として 4年以上在学し、
   � 当該⼤学を卒業する⾒込みである。 (院⽣、短⼤⽣除く ) �
  ◆ � ⼤学の卒業年度において、東京圏 *内に継続して在住し
� � � � � � て いる。
 ◆ � 申請時において、勤務地が秋⽥県内に所在する企業に
   � 就職することが内定している。
  ◆ � ⼤学卒業後、内定企業に就職し、本市に移住する意思
� � � � � � を 有している。                � � など

� Ⅱ . 対象経費
� � � 卒業年度の 6⽉ 1⽇以降に実施される秋⽥県内の企業の
� � � 就職活動（選考⾯接）に係る往復交通費

� Ⅲ . 交付⾦額
� � � 対象経費の総額の 1 / 2 で上限 1 7 , 2 2 0円 �
 ※交付回数は 1回限り

� Ⅳ . � 申請受付
� � � 令和６年 1 0⽉１⽇以降の正式な内定後、令和７年2⽉  �  
  � 1 4 ⽇ ( ⾦ ) まで申請してください。

� Ⅴ . � 申請に必要な書類等
� � � ・ 交付申請書兼実績報告書 (様式第 3号 )
� � � ・申請者本⼈確認書類
� � � ・⼤学の在学証明書（原本）
� � � ・就業を予定している企業からの内定証明書 (様式第 4号 )
� � � ・内定先企業の選考に係る往復交通費の領収書等の写し
� � � ・住⺠票の写し、⼜は⼤学の卒業年度において継続して �
� � � � � 東 京圏内に居住していることがわかる書類
� � � ・⼝座番号の分かるもの（通帳等）の写し
� � � ・その他市⻑が認める書類

他にも要件がありますので、詳細は湯沢市HPをご覧ください

【湯沢市地⽅就職学⽣⽀援事業補助⾦】

東京圏*とは・・東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県（⼀部条件不利地域を除く）


